
[教育委員会事務局] 17 款 7 項 2 目 （単位：千円）

事業費 市債+一財 事業費 市債+一財 事業費 市債+一財

1
健康・体力つくり
推進事業

810 810 810 810 0 0

2 学校体育振興事業 67,316 66,316 66,182 66,182 1,134 134

4
体験学習等援助費
支給事業

29,320 29,320 31,845 31,845 △ 2,525 △ 2,525

5
少年自然の家運営
費

194,898 194,767 190,523 190,392 4,375 4,375

7
中学校部活動支援
事業

378,873 294,920 347,858 265,438 31,015 29,482

9 武道安全対策事業 24,239 24,117 22,594 22,480 1,645 1,637

計 695,456 610,250 659,812 577,147 35,644 33,103

事　業　計　画　書　目　次
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令和７年度 令和６年度



款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和7年度

令和 4年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

7 2

健康・体力つくり推進事業

17 5 99

事業名称

歳出予算科目

               810令和7年度                  0                  0                810                 0                  0

令和6年度

令和5年度令和4年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

               810

                   0

                 0

                   0                   0

                 0

                   0

               810

                   0

               840                810

               837

               810                810                810

                 0

               840

               800

               800

               810

               837

               810                810                810

                 0

                   0

児童生徒の運動能力データ等を調査、分析し、子どもたちの健康増進、体力向上を促進する。
事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度

            44             46             48                 50             50             50               （授業以外）運動す
一週間に週３日以上

る子どもの割合

実績           43.2           44.8%

                                                                                                      

10年度9年度8年度7年度6年度5年度4年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

                            実績

　本事業は、市立の小学校、中学校、義務教育学校の児童生徒一人ひとりの、生涯にわたる心身の健康の保持増進と豊かなスポーツラ
イフの実現に必要な資質・能力を育成することに向けて、児童生徒の運動能力の把握、分析を通じて、児童生徒の健康な体づくりに関
する各学校の取組や、教育委員会における今後の効果的な施策に繋げることを目的とする。

事業目的

　横浜市の児童生徒の体力は低下傾向にあり、要因として情報化の進展やライフスタイルの多様化等の社会状況の影響があげられるた
め、児童生徒が生涯にわたって主体的に健康を保持増進することが重要となる。

背景・課題

横浜市中期４か年計画、横浜市教育振興基本計画根拠法令・方針決裁等

・一週間に週３日以上（授業以外）運動する子どもの割合【横浜市立小中学校児童生徒体力・運動能力調査】
＜年齢＞　６歳　　７歳　　８歳　　９歳　　10歳　　11歳　　12歳　　13歳　　14歳    　平均
（R1）
＜男子＞　28.6%　 39.2%　 45.5%　 51.4%　 51.9%　 48.4%　 58.6%　 71.8%　 70.2%　 　51.7%　
＜女子＞　19.7%　 26.9%　 29.2%　 32.9%　 32.9%　 28.2%　 40.8%　 54.2%　 52.3%　　 35.2%
（R5）
＜男子＞　28.2%　 38.7%　 46.9%　 54.1%　 54.2%　 50.8%　 55.9%　 66.4%　 62.8%　 　50.9%　
＜女子＞　20.1%　 27.0%　 33.7%　 38.7%　 35.6%　 29.3%　 33.0%　 48.9%　 45.7%　　 34.7%

根拠・データ等

昭和41年度：事業開始
平成17年度：実技等指導補助者派遣事業開始
平成22年度：体力アップよこはま２０２０プラン（横浜市子どもの体力向上推進計画）策定
平成28年度：体力アップよこはま２０２０プラン改訂（後期５年の方針）
令和２年度：実技等指導補助者派遣事業廃止
令和３年度：横浜市「健やかな体」育成プログラム策定

事業スケジュール

昭和41年度事業開始年度

1
6年度7年度

体力・運動能力調査事業
細事業(事業内訳） 1                810                810                    0

               810                810                    0

1教育課程推進室教育委員会事務局

一般会計

丹羽 正昇 友田 義治 泉 多希子
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

   令和7年度

令和 4年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

7 2

学校体育振興事業

17 5 99

事業名称

歳出予算科目

67,316令和7年度 1,000 0 66,3160 0

令和6年度

令和5年度令和4年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

66,182

1,134

0

 0 0

0

 0

66,182

 134

26,263 43,203

39,557

73,326 77,276 81,226

0

26,263

21,255

21,255

43,203

39,557

72,326 76,276 80,226

0

 1,000

各種大会や研究会などを通じ、児童生徒への体育への興味関心を高めるとともに、技能の向上や体力の増進を図り、学校体育を振興し
ます。事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度

実績

10年度9年度8年度7年度6年度5年度4年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

実績

児童生徒の体育への興味関心を高め、健やかな成長を促すにあたり、運動機会の確保や運動・スポーツへの取組に対する意欲の向上等
のきっかけとなる本事業は、非常に重要です。
また、学校体育の各種大会の運営の補助やスポーツ活動振興のための各種事業・研究活動等の負担も行っており、子どもの体力向上や
部活動の活性化といった本市施策を具体化する上でも有用性の高い事業です。事業目的

学校体育活動の成果を発表し合うことで、児童生徒の運動能力や技術を向上させるとともに、学校体育活動を活性化させ、子どもたち
の体力つくりと学校体育の振興を図ることを目的として、昭和26年度に事業を開始しました。

背景・課題

各種大会補助金：横浜市学校体育振興事業補助金交付要綱根拠法令・方針決裁等
県体育連盟加入金等：神奈川県小学校体育研究会規約・神奈川県中学校体育連盟規約

根拠・データ等

昭和26年度　小学校体育大会（令和３年度に終了）・中学校総合体育大会　開始
昭和35年度　小学校体育実技発表会　開始
昭和39年度　学校体育研究発表会　開始
昭和40年度　小学校球技大会（平成30年度に終了）　開始
昭和41年度　小学校水泳大会（令和元年度に終了）　開始
平成26年度　小中学生とオリンピアン・パラリンピアン等トップアスリートとの交流事業　開始
平成30年度　オリンピック・パラリンピック教育推進校設置事業　開始
令和３年度　小学校水泳学習における民間スイミングスクール活用事業　開始

事業スケジュール

昭和26年度事業開始年度

1
6年度7年度

小中学生とトップアスリートとの交流

細事業(事業内訳）

1 1,269 1,336 ▲67 実績による減

県体育連盟加入金
2 4,193 4,215 ▲22 学級数の減に伴う減

学校体育研究発表会
3 347 297 50 実績による増

各種大会補助金
4 150 50 100 大会数の増による増

市立高等学校総合体育大会
5 403 403 0

2小中学校企画課教育委員会事務局

一般会計
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細事業合計

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

令和 4年度

中学校総合体育大会

細事業(事業内訳）

6             10,020              7,879                2,141 大会運営方法の見直し等による増

小学校体育実技発表会
7                934              1,002                 ▲68 実績による減

小学校水泳学習における民間スイミングスクール活
8             50,000             50,000                    0用事業

学校体育安全対策事業
9                  0              1,000              ▲1,000 実績による減

            67,316             66,182                1,134

高橋 義成 鈴木 昭則 山本 哲也
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和7年度

令和 4年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

7 2

体験学習等援助費支給事業

17 5 99

事業名称

歳出予算科目

            29,320令和7年度                  0                  0             29,320                 0                  0

令和6年度

令和5年度令和4年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

            31,845

             ▲2,525

                 0

                   0                   0

                 0

                   0

            31,845

             ▲2,525

            28,873             27,046

            24,746

            29,320             29,320             29,320

                 0

            28,873

            25,610

            25,610

            27,046

            24,746

            29,320             29,320             29,320

                 0

                   0

「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」に基づき、小学校宿泊体験学習・中学校自然教室に参加
した準要保護児童・生徒に対し、食事代・シーツ代・宿泊施設利用料の経費を援助費として支給します。事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度

         9,474          8,350          8,135              7,541          7,541          7,541          7,541
年度別支給実績

実績          8,117          7,630人

            69            66            63                60            56            53            50

10年度9年度8年度7年度6年度5年度4年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

「自分づくり」「仲
間づくり」の合計値
が上昇している学級

            60          49.9実績％
の割合

就学困難な児童及び生徒に対して援助費を支給することで、保護者の負担を軽減し、経済的な理由により小学校宿泊体験学習・中学校
自然教室に参加できなくなることを防ぐ効果が見込まれます。

事業目的

小学校宿泊体験学習・中学校自然教室に係る食事代・シーツ代・宿泊施設利用料の経費は就学援助費の支給対象となっていないことが
背景にあります。

背景・課題

学校教育法、横浜市立中学校自然教室及び横浜市立小学校体験学習に関する援助費交付要綱根拠法令・方針決裁等

・支給割合（請求人数/就学援助認定者数）
＜小学校＞29年度82.97％、30年度86.22％、元年度85.06％、２年度21.07％、３年度28.83％、４年度85.75％、５年度86.92％
＜中学校＞29年度36.14％、30年度38.45％、元年度33.91％、２年度 7.74％、３年度 7.36％、４年度35.78％、５年度32.44％

　※　２年度・３年度は、新型コロナウイルスの影響により小学校宿泊体験学習・中学校自然教室が中止又は日帰りとなっ
　　た学校が増え、支給割合が大幅に減少しています。

根拠・データ等

・平成24年度　「横浜市立中学校自然教室及び横浜市立小学校体験学習に関する援助費交付要綱」制定
・平成31年度　要綱改正

事業スケジュール

事業開始年度

1
6年度7年度

体験学習等援助費支給事業
細事業(事業内訳） 1             29,320             31,845              ▲2,525 実績に伴う減

            29,320             31,845              ▲2,525

３小中学校企画課教育委員会事務局

一般会計

高橋 義成 鈴木 昭則 飯田 絵美
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

   令和7年度

令和 4年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

7 2

少年自然の家運営費

17 5 99

事業名称

歳出予算科目

           194,898令和7年度                131             39,000            155,767                 0                  0

令和6年度

令和5年度令和4年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

           190,523

               4,375

                 0

                   0                   0

            40,000

             ▲1,000

           150,392

               5,375

           208,672            190,494

           181,920

           194,898            194,898            194,898

                 0

           208,544

           195,637

           195,453

           190,363

           181,760

           194,767            194,767            194,767

               131

                   0

①施設運営　恵まれた自然環境の中での集団宿泊生活、野外活動、自然観察等を通して、体力の向上を図るとともに豊かな情操及び社
会性を培い、心身ともに健全な少年を育成することを目的として、横浜市少年自然の家(赤城林間学園・南伊豆臨海学園)の指定管理者
による管理運営を行います。

事業概要
（アクティビティ）

②交流事業　昭和村と南伊豆町の児童(小学校５または６年生各80人程度)を横浜に招待し、市内の各施設にて様々な体験、交流活動を
行います。(日程：１泊２日　１日目(横浜着、市内見学他)、２日目(市内施設見学等)　宿泊：市内野外活動センター)

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度

        50,000         50,000         50,000             50,000         50,000         50,000         50,000・南伊豆）
施設利用者数（赤城

実績         12,998         17,989人

           160           160           160               160           160           160           160

10年度9年度8年度7年度6年度5年度4年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

交流人数

           120          中止実績人

　横浜市少年自然の家(赤城林間学園・南伊豆臨海学園)は、横浜市立学校の児童生徒や市内青少年団体が、山・高原(赤城)と海(南伊
豆)の自然体験の場として低額で利用できることや、団体利用のない日は家族・個人利用も可能であることから、市民にとって需要の
ある貴重な施設となっています。また、本施設の管理運営を指定管理により行うこと及び施設の円滑な運営を目的として、指定管理者
が実施する地元町村との交流事業を補助します。事業目的

当該施設は老朽化が進み、大規模な修繕が必要となっています。６年度も引き続き、施設の保全計画等に基づき緊急性が高いと判定さ
れた項目を中心に設計・工事を行います。施設の環境整備を行うことで、適正・効率的な維持管理、利用者の安心・安全な利用及び利
便性の向上等を図ります。

背景・課題

横浜市少年自然の家条例、同条例施行規則、横浜市教育施設協力町村児童受入事業補助金交付要綱根拠法令・方針決裁等

根拠・データ等

昭和54年度　赤城林間学園　開設（山の家S54開設、鳥の家S62開設）
昭和55年度　南伊豆臨海学園　開設
平成18年度　両施設とも指定管理制度の導入（（財）横浜市スポーツ振興事業団）
平成23年度　両施設とも第2期指定管理期間開始（（財）横浜市体育協会　※現（公財）横浜市スポーツ協会）
平成23年４～11月　横浜市公共施設のあり方検討委員会開催
平成24年３月　第１回市会で基本的な考え方（素案）を説明
　　　　４月～　市民意見募集、７月～　施設の対応を検討
平成25年３月　今後の対応方針を市会へ報告（キャンプ場廃止、跡地返還を村と協議）
平成25年度　赤城林間学園キャンプ場　閉鎖

事業スケジュール

平成27年５月　「プール及び野外活動施設等の方針の方向性」を常任委員会へ報告
　　　　　　　　（引き続き、利用促進、経営改善に努める）
平成27年９月　第３回市会定例会で施設の存続が決定
平成26年度　両施設とも第3期指定管理期間開始（指定管理者：（公財）横浜市体育協会　※現（公財）横浜市スポーツ協会）
令和元年度　両施設とも第4期指定管理期間開始（指定管理者：（公財）横浜市体育協会　※現（公財）横浜市スポーツ協会）
令和５年度　第5期指定管理者の選定に伴う指定管理者選定評価委員会開催

指定管理者による管理運営:平成18年度 交流事業:昭和48年度事業開始年度

1
6年度7年度

施設運営及び修繕のための設計及び工事

細事業(事業内訳）
1            193,998            189,623                4,375 賃金スライド見直しによる増

交流事業
2                900                900                    0

04小中学校企画課教育委員会事務局

一般会計

5



細事業合計

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

令和 4年度

           194,898            190,523                4,375

高橋 義成 鈴木 昭則 山本 哲也
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

   令和7年度

令和 4年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

7 2

中学校部活動支援事業

17 6 1

事業名称

歳出予算科目

378,873令和7年度 204 0 294,92083,749 0

令和6年度

令和5年度令和4年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

347,858

31,015

82,277

 1,472 0

0

 0

265,438

 29,482

329,950 352,949

339,092

378,873 378,873 378,873

0

251,991

283,335

207,475

268,479

259,207

294,920 294,920 294,920

143

 61

市立中学校の生徒、教職員など、部活動に関わる全ての人々が調和のとれた生活の中で、部活動を持続可能な形で運営することができ
るよう、各事業を通じて、生徒の活動の充実及び教職員の負担軽減を図ります。事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度

441 441 441 441 441 441画
部活動指導員配置計

実績 619 773人

10年度9年度8年度7年度6年度5年度4年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

実績

・学校教育法施行規則の改正により学校職員として位置付けられ、顧問を担い、単独で引率も可能な部活動指導員を任用し、生徒の活
動機会の確保、部活動の活性化、教員の負担軽減を図り、持続可能な部活動の実現を目指す。（部活動指導員配置事業）
・中学校、義務教育学校後期課程の運動部活動を対象に、「科学的な根拠に基づくトレーニングの実践」を目的に指導を行う「部活動
コーディネーター」を希望校に派遣し、怪我をしにくく、短時間で効率的なトレーニングの導入を進めるなど、顧問教員を支援する。
（部活動コーディネーター派遣事業）
・市立学校の部活動について、生徒にとっても教員にとっても持続可能なものとするため、国の提言や「部活動の地域移行に関するプ

事業目的

ロジェクト」による検討内容、地域や各学校の実情等に基づき、休日の運動・文化部活動を試行的に地域に移行する実践研究に取り組
む。（部活動地域移行推進事業）
・小学校が設置する特設クラブの活動について、大会に出場する際の遠征費用等を支援する。（特設クラブ大会遠征費援助）
・長時間練習などの過度な活動を抑制するとともに、生徒も教員も調和のとれた学校生活の中で部活動を楽しみ、持続可能な部活動の
実現を目的として、部活動ガイドラインの作成・配付を行う。（部活動ガイドライン）

部活動は生徒のスポーツに親しむ機会を確保するとともに、自主的・主体的な参加による活動を通じて、責任感・連帯感の涵養、自主
性の育成等にも寄与しています。
一方で、担い手である教員の長時間労働及び質的変化、保護者からの期待の高まりなど、持続可能性という面で厳しさを増しています
。現状を見極め、保護者の理解も得ながら、持続可能な部活動の実現を目指します。

【参考：国の動き】

背景・課題

・「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」（平成30年3月）
・「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」（平成30年12月）
・「運動部活動の地域移行に関する検討会議提言」（令和４年６月）
・「文化部活動の地域移行に関する検討会議提言」（令和４年８月）
・「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」（令和4年12月）　等

・平成29年３月14日２８ス庁第704号「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について」（部活動指導員配置）根拠法令・方針決裁等

・令和５年度　市内全中学校（義務教育学校 後期課程を含む）に１人以上の部活動指導員を配置

根拠・データ等

・平成30年度：部活動指導員の任用・配置を開始
・令和元年度：部活動ガイドラインの作成、配付開始
・令和２年度：従来の部活動指導員・部活動外部指導者の両職種を、部活動指導員として一本化

小学校特設クラブ全国大会遠征費援助開始
・令和３年度：部活動コーディネーター派遣事業開始
・令和４年度：部活動指導員のうち、常態的に顧問に代わり指導・引率を行うパイロット指導員を配置

部活動の地域移行に関するプロジェクト開始
・令和５年度：部活動地域移行推進事業　開始

事業スケジュール

昭和53年度事業開始年度

1
6年度7年度

会計年度任用職員（日額職）

細事業(事業内訳）
1 4,246 3,779 467 報酬改定による増

部活動ガイドライン
2 240 640 ▲400 実態に応じて減

5小中学校企画課教育委員会事務局

一般会計

7



細事業合計

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

令和 4年度

特設クラブ大会遠征費等援助

細事業(事業内訳）

3 3,779 1,800 1,979 実績による増

部活動地域移行推進事業
4 ■■■■ 11,410 ■■■■ 単価増による増

部活動コーディネーター派遣事業
5 ■■■■ 5,040 ■■■■  実績による減

部活動指導員配置事業
6 355,358 325,189 30,169 報酬改定による増

378,873 347,858 31,015

高橋 義成 鈴木 昭則 山本 哲也
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

事業計画書

政策番号 施策番号

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

   令和7年度

令和 4年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

7 2

武道安全対策事業

17 5 99

事業名称

歳出予算科目

            24,239令和7年度                122                  0             24,117                 0                  0

令和6年度

令和5年度令和4年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

            22,594

               1,645

                 0

                   0                   0

                 0

                   0

            22,480

               1,637

            20,793             21,379

            21,755

            24,239             24,239             24,239

                 0

            20,743

            21,483

            21,410

            21,289

            21,644

            24,117             24,117             24,117

               114

                   8

①武道安全対策委員会の設置
　外部有識者等で構成する武道安全対策委員会を開催し、安全対策の検証及び検討を行う。
②武道安全等指導員の配置

事業概要
（アクティビティ）

　武道の専門家である武道安全等指導員を配置し、学校への助言及び指導を行う。
③武道安全研修の実施
　教員の指導力向上のための研修を行う。

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度

       約2,950        約3,050        約3,150            約3,250        約3,350        約3,450        約3,500者数（累積）
武道安全研修の受講

実績        約2,900        約2,950人

                                                                                                      

10年度9年度8年度7年度6年度5年度4年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

                            実績

平成24年４月から中学校において新学習指導要領が実施され、保健体育科において必修化された武道授業に起因する事故等の発生を未
然に防ぐとともに、各学校でより安全に指導が行えるよう安全対策を検討及び実施する。

事業目的

背景・課題

武道安全対策委員会設置要綱根拠法令・方針決裁等

根拠・データ等

平成20～23年度　武道必修化に向けた対策を実施（武道場未整備校に対する畳の配備・教員向け研修の実施）
平成24年度　より安全に武道授業を実施するために、専門家等による武道安全対策委員会の開催、教員向け武道安全研修の実施、武道
安全等指導員を配置。
平成25年度　柔道用マット利用校で畳の整備を希望する学校に畳を配当。武道安全等指導員による「授業訪問の記録」を中学校に配付
。
平成26年度　武道場未整備校のうち希望校に畳滑り止めを配当。武道安全等指導員を１名増員し、柔道の専門家を各方面学校教育事務
所に、剣道の専門家を所管課にそれぞれ配置（計５名）
平成27年度～　武道安全等指導員による「学校訪問の記録」「武道安全Ｑ＆Ａ」を中学校に配付
令和４年度～　武道安全等指導員の学校への巡回実績などを基に、けがの要因や予防のための対策をわかりやすく学校に伝えるための

事業スケジュール

ツールとして月１回を目安に、新たに「武道通信」を作成・発信

平成21年度事業開始年度

1
6年度7年度

武道安全等指導員の配置

細事業(事業内訳）

1             23,994             22,318                1,676 報酬改定による増

武道安全研修の実施
2                  4                 26                 ▲22 実績による減

武道安全対策委員会の設置
3                241                250                  ▲9 実績による減

06小中学校企画課教育委員会事務局

一般会計
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細事業合計

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

令和 4年度

            24,239             22,594                1,645

高橋 義成 鈴木 昭則 山本 哲也
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